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１１月９日１３時から、金山駅前において、

名古屋車両所分会組合員の「伊藤俊夫さん、酒

井好二さん、原野豊繁さん」３名の「効績賞を

祝う会」を開催しました。

この「効績賞を祝う会」を開催の前に、「中労

委『Ｍ』救済命令報告集会」を開催し、「会社に

よる組合掲示物の一方的な撤去通告ならびに組

合掲示物の撤去は、労働組合法７条３号に該当

する不当労働行為である」として９点のうち７

点を組合側の主張を認めた勝利命令を下した報

告集会を開催しました。

「中労委『Ｍ』救済命令報告集会」に引き

続き、場所を変えて「効績賞を祝う会」をＪ

Ｒ東海労新幹線関西地方本部から小林國博委

員長、湊伸一書記長（効績賞）、工藤孝志先輩、

名古屋地方本部から堀部肇教宣部長の参加の

もと、効績賞の受賞者でもある湊伸一地本書

記長より、地本を代表して挨拶を受け開催し

ました。

国鉄に就職直後に、国鉄労働者悪者論が世

論形成されたなかで、血と汗と涙の国鉄改革

「三本柱」のスズキ自動車や三菱自動車の派遣、広域・地域異動を担いＪＲ発足をさせた鉄道

生活３０年間の苦労を分会全体でねぎらい楽しい時間を過ごしました。

「効績賞を祝う会」の最後に、「伊藤俊夫さん、酒井好二さん、原野豊繁さん」３名からは、

鉄道生活３０年間の楽しかったことや苦しかったときの想い出と、ＪＲ東海労に居てよかった

等のお礼の言葉で終了しました。

伊藤俊夫さん、酒井好二さん、原野豊繁さん！！ これからも健康に注意して、職場を明るく

するためにともに奮闘しよう！


